
 

 
 

参考資料（人事課） 
 

我孫子市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関する資料 

 

◆令和４年人事院勧告に伴う給与改定を実施した場合の人件費影響額（一般会計）４８，４２８千円 

区分 内  容 実施時期 

月例給 

●給料表 

・初任給引上げ（大卒者＋3,000円、高卒者＋4,000円） 

・２０歳台半ばに重点を置き、３０歳台半ばまでの職員が在職する号給

について引上げ 

・平均改定率 ＋0.3％ 

・６級以上及び再任用職員は、改定なし 

令和４年４月１

日から適用 

●改定対象者 ３２１人 

内訳 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

改定対象 1～87号給 1～55号給 1～35号給 1～15号給 1～７号給 

対 象 者 ４９人 １４５人 １２４人 ３人 ０人 

●影響額 １３，５６３千円 

（内訳：給料     ８，６３５千円・地域手当 ８２１千円・ 

期末勤勉手当 ３，４３５千円・共済費  ６７２千円） 

ボーナス 

●勤勉手当 

・再任用職員以外の職員 ＋0.10月分 

               （期末勤勉手当年間 4.30月⇒4.40月） 

 6月期 12月期 

令和４年度 
期末手当     

勤勉手当 

1.20月（支給済み） 

0.95月（支給済み） 

1.20月（改定なし） 

1.05月（現行 0.95月） 

令和５年度 

以降 

期末手当       

勤勉手当 

1.20月 

1.00月 

1.20月 

1.00月 

●影響額 ３４，２７５千円 

（内訳：勤勉手当 ２８，６６６千円・共済費 ５，６０９千円） 

・令和４年度 12

月期は令和４

年１２月１日

から適用 

 

・令和５年度分

は令和５年４

月１日から施

行 

・再任用職員 ＋0.05月分 

（期末勤勉手当年間 2.25月⇒2.30月） 

 6月期 12月期 

令和４年度 
期末手当     

勤勉手当 

0.675月（支給済み） 

0.45月（支給済み） 

0.675月（改定なし） 

0.50月（現行 0.45月） 

令和５年度 

以降 

期末手当       

勤勉手当 

0.675月 

0.475月 

0.675月 

0.475月 

●影響額 ５９０千円 

（内訳：勤勉手当 ５１５千円・共済費 ７５千円）  


